
議案第２号 

   通勤手当に関する規則の一部改正について 

 

  令和４年12月８日提出  岩手県人事委員会 委員長  渡辺 正和 

 

第１ 趣旨 

   一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正に伴い、交通用具使用者に

係る通勤手当の額について所要の改正をしようとするものである。 

 

第２ 規則案の内容 

  (１) 交通用具使用者に係る通勤手当の上限額が 49,300円から51,500円に引

き上げられることに伴い、距離区分ごとの手当額を改正するもの。 

併せて、交通用具使用者の手当の支給区分を交通用具の種類に応じて３

区分に細分化して、それぞれの手当額を定めるもの。（第７条の３関係） 

  (２) 交通用具使用者の手当の支給区分の細分化に伴い、所要の整備を行う

もの。（第８条関係） 

 

第３ 施行期日（附則関係） 

   令和５年１月１日から施行すること。 
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 通勤手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和 年 月 日 

岩手県人事委員会       

委員長 渡 辺 正 和  

岩手県人事委員会規則第 号 

   通勤手当に関する規則の一部を改正する規則 

 通勤手当に関する規則（昭和33年岩手県人事委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （自動車等使用者の手当の支給額）  （自動車等使用者の手当の支給額） 

第７条の３ 給与条例第29条第２項第２号及び給与等条例第24

条第２項第２号に規定する人事委員会規則で定める額は、次

の各号に掲げる片道の自動車等の使用距離（道路交通法（昭

和35年法律第105号）第４条の規定に基づく交通の規制によ

り恒常的に往路と帰路との通勤の経路を異にしなければなら

ない場合その他人事委員会の認める場合にあっては、往路及

び帰路の距離の２分の１の距離）の区分に応じ、当該各号に

定める額（給与条例第６条の２第１項及び給与等条例第７条

の２第１項に規定する育児短時間勤務職員等、給与条例第29

条第２項第２号及び給与等条例第24条第２項第２号に規定す

る短時間勤務職員又は職員の修学部分休業に関する条例（平

成17年岩手県条例第20号）第２条第１項に規定する修学部分

休業の承認を受けている職員のうち、平均１箇月当たりの通

勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、

その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額）とする。 

第７条の３ 給与条例第29条第２項第２号及び給与等条例第24

条第２項第２号に規定する人事委員会規則で定める額は、次

の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額（給

与条例第６条の２第１項及び給与等条例第７条の２第１項に

規定する育児短時間勤務職員等、給与条例第29条第２項第２

号及び給与等条例第24条第２項第２号に規定する短時間勤務

職員又は職員の修学部分休業に関する条例（平成17年岩手県

条例第20号）第２条第１項に規定する修学部分休業の承認を

受けている職員のうち、平均１箇月当たりの通勤所要回数が

10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100

分の50を乗じて得た額を減じた額）とする。 

 (１) ４キロメートル未満の場合 2,100円 

 (２) ４キロメートル以上６キロメートル未満の場合  

3,400円 

(３) ６キロメートル以上８キロメートル未満の場合  

4,600円 

(４) ８キロメートル以上10キロメートル未満の場合  

5,700円 

(５) 10キロメートル以上12キロメートル未満の場合  

6,900円 

 (１) 第８条に規定する交通の用具（以下「交通用具」とい

う。）のうちいずれか一の交通用具を使用して通勤する職

員 別表の左欄に掲げる片道の自動車等の使用距離（道路

交通法（昭和35年法律第105号）第４条の規定に基づく交

通の規制により恒常的に往路と帰路との通勤の経路を異に

しなければならない場合その他人事委員会の認める場合に

あっては、往路及び帰路の距離の２分の１の距離。以下こ

の条において同じ。）ごとに、同表の右欄に掲げる交通用

具の区分に応じそれぞれ同欄に定める額 

 (６) 12キロメートル以上14キロメートル未満の場合  

8,100円 

(７) 14キロメートル以上16キロメートル未満の場合  

9,200円 

(８) 16キロメートル以上18キロメートル未満の場合  

10,400円 

(９) 18キロメートル以上20キロメートル未満の場合  

11,500円 

 (２) 自動車（道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第

３条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車のう

ち４輪以上のものをいう。以下同じ。）及び自動車以外の

交通用具を使用して通勤する職員 当該職員が使用する別

表の右欄に掲げる交通用具のそれぞれについての別表の左

欄に掲げる片道の自動車等の使用距離に対応する前号に定

める額の合計額（その額が当該職員の片道の自動車等の使

用距離を自動車のみを使用して通勤するものとした場合の 

RS19010198
タイプライターテキスト
2-2



 (10) 20キロメートル以上22キロメートル未満の場合  同号に定める額を超えるときは、当該額） 

12,600円 

(11) 22キロメートル以上24キロメートル未満の場合  

13,700円 

(12) 24キロメートル以上26キロメートル未満の場合  

14,800円 

 (13) 26キロメートル以上28キロメートル未満の場合  

  15,800円 

 (14) 28キロメートル以上30キロメートル未満の場合  

  16,900円 

 (３) 自動車以外の原動機付の交通用具及び自転車を使用し

て通勤する職員 自動車以外の原動機付の交通用具及び自

転車のそれぞれについての別表の左欄に掲げる片道の自動

車等の使用距離に対応する第１号に定める額の合計額（そ

の額が当該職員の片道の自動車等の使用距離を自動車以外

の原動機付の交通用具のみを使用して通勤するものとした

場合の同号に定める額を超えるときは、当該額） 

 (15) 30キロメートル以上32キロメートル未満の場合  

17,900円 

 

 (16) 32キロメートル以上34キロメートル未満の場合  

18,800円 

 

 (17) 34キロメートル以上36キロメートル未満の場合  

19,700円 

 

 (18) 36キロメートル以上38キロメートル未満の場合  

20,700円 

 

 (19) 38キロメートル以上40キロメートル未満の場合  

21,700円 

 

 (20) 40キロメートル以上45キロメートル未満の場合  

23,300円 

 

 (21) 45キロメートル以上50キロメートル未満の場合  

25,900円 

 

 (22) 50キロメートル以上55キロメートル未満の場合  

28,500円 

 

 (23) 55キロメートル以上60キロメートル未満の場合  

31,100円 

 

 (24) 60キロメートル以上65キロメートル未満の場合  

33,700円 

 

 (25) 65キロメートル以上70キロメートル未満の場合  

36,300円 

 

 (26) 70キロメートル以上75キロメートル未満の場合  

38,900円 

 

 (27) 75キロメートル以上80キロメートル未満の場合  

41,500円 

 

 (28) 80キロメートル以上85キロメートル未満の場合  

44,100円 

 

 (29) 25キロメートル以上90キロメートル未満の場合  

46,700円 

 

 (30) 90キロメートル以上の場合 49,300円  
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 （交通の用具）  （交通の用具） 

第８条 給与条例第29条第１項第２号又は給与等条例第24条第

１項第２号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機

付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団

体の所有に属するものを除く。 

第８条 給与条例第29条第１項第２号又は給与等条例第24条第

１項第２号に規定する交通の用具は、自動車、自動車以外の

原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方

公共団体の所有に属するものを除く。 

   附 則    附 則 

 ［略］  ［略］ 

 別表（第７条の３関係） 

  

片道の自動車等の使用

距離 

交通用具  

  

自動車 

自動車以

外の原動

機付の交

通用具 

自転車 

 

  ４キロメートル未満 2,100円 2,100円 

2,100円 

 

  ４キロメートル以上６

キロメートル未満 
3,400円 2,200円 

 

  ６キロメートル以上８

キロメートル未満 
4,600円 2,300円 

 

  ８キロメートル以上10

キロメートル未満 
5,700円 2,900円 

 

  10キロメートル以上12

キロメートル未満 
6,900円 3,500円 

 

  12キロメートル以上14

キロメートル未満 
8,100円 4,100円 

 

  14キロメートル以上16

キロメートル未満 
9,200円 4,600円 

 

  16キロメートル以上18

キロメートル未満 
10,400円 5,200円 

 

  18キロメートル以上20

キロメートル未満 
11,500円 5,800円 

 

  20キロメートル以上22

キロメートル未満 
12,600円 6,300円 

 

  22キロメートル以上24

キロメートル未満 
13,700円 6,900円 

 

  24キロメートル以上26

キロメートル未満 
14,800円 7,400円 

 

  26キロメートル以上28

キロメートル未満 
15,800円 7,900円 

 

  28キロメートル以上30 
16,900円 8,500円 

 

  キロメートル未満  
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  30キロメートル以上32 
17,900円 9,000円 

 

  キロメートル未満  

  32キロメートル以上34

キロメートル未満 
18,800円 9,400円  

 

  34キロメートル以上36

キロメートル未満 
19,700円 9,900円  

 

  36キロメートル以上38

キロメートル未満 
20,700円 10,400円  

 

  38キロメートル以上40

キロメートル未満 
21,700円 10,900円  

 

  40キロメートル以上45

キロメートル未満 
23,700円 11,900円  

 

  45キロメートル以上50

キロメートル未満 
26,400円 13,200円  

 

  50キロメートル以上55

キロメートル未満 
29,200円 14,600円  

 

  55キロメートル以上60

キロメートル未満 
32,000円 16,000円  

 

  60キロメートル以上65

キロメートル未満 
34,800円 17,400円  

 

  65キロメートル以上70

キロメートル未満 
37,600円 18,800円  

 

  70キロメートル以上75

キロメートル未満 
40,400円 20,200円  

 

  75キロメートル以上80

キロメートル未満 
43,100円 21,600円  

 

  80キロメートル以上85

キロメートル未満 
45,900円 23,000円  

 

  85キロメートル以上90

キロメートル未満 
48,700円 24,400円  

 

  90キロメートル以上 51,500円 25,800円   

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、令和５年１月１日から施行する。 
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